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流域治水ワンチーム推進工事（教材動画制作等業務委託）に係る公募型プロポーザル方式に関する質問への回答 

No. 質問該当箇所 質問内容 回答 

１ 流域治水ワンチー

ム推進工事（教材動

画制作等業務委託）

仕様書 

Ｐ２「４ 業務内容

(３)情報発信業務 

エ 留意事項」につ

いて 

「情報発信後 1 年程度で、動画再生回数を

10 万回以上達成」という目標について、「動

画 3 本での合計再生回数」という認識でよ

ろしいでしょうか。  

また、YouTube 以外の SNS・広告配信媒体等

での再生回数も合算対象となりますでしょ

うか。 

目標動画再生回数に関して、動画再生回数の算出方法の指定はござ

いません。 

なお、目標動画再生回数は、目標値であり契約条件とはしておりま

せん。 

２ 流域治水ワンチー

ム推進工事（教材動

画制作等業務委託）

仕様書 

Ｐ２「４ 業務内容

(３)情報発信業務 

ウ 提案内容」につ

いて 

制作した動画の情報発信について、県公式

YouTube チャンネル、県公式 SNS、流域治水

ポータルサイト等での掲載・情報発信にお

いて、有料広告配信を提案することも可能

でしょうか。 

有料広告配信は、提案不可とします。 



３ 流域治水ワンチー

ム推進工事（教材動

画制作等業務委託）

仕様書 

Ｐ３「７ 成果物 

(２)」について 

【７ 成果物】の項にて、 「（２）YouTube 用

サムネイル画像１種類」との記載がありま

したが、動画 3 本それぞれに 1 点ずつ、合

計3点制作する想定でよろしいでしょうか。 

YouTube 用サムネイル画像は、ショート版の動画用に最低１種類制

作するものと想定しています。 

４ 流域治水ワンチー

ム推進工事（教材動

画制作等業務委託）

仕様書 

Ｐ３「７ 成果物 

(４)」について 

 

成果物の「教員（教育）マニュアル」、「生徒

用ワークシート」、「授業テキスト」につい

て、想定されているページ数、納品方法（紙、

電子等）の指定はありますでしょうか。 

教員マニュアル、生徒用ワークシート、教材動画を補完する授業テ

キストのページ数は、仕様書Ｐ２「４ 業務内容 (２)教育マニュア

ル(学習指導案)作成業務」に記載のとおりで、指定はございません。

納品方法に関しては、電子媒体で提出するものとします。 

５ 流域治水ワンチー

ム推進工事（教材動

画制作等業務委託）

仕様書 

Ｐ１「４ 業務内容

(１)教材動画作成

業務 ア 目的」につ

いて 

① 本教材動画制作業務の「ア目的」の部分

で、「県内の小学３〜４年生及び中学生」

とありますが、なぜこの学年及び中学生

を対象とするのか教えていただきたい

です。  

② 流域治水というテーマを鑑みると本動

画は一般県民にも広く知らしめる必要

もあるかとは思いますが、なぜ「広報動

画」としてではなく、「教材」にしたのか

教えていただきたいです。 

① 発達段階の異なる幅広い児童・生徒を対象に分かりやすく学べ

る動画とするためです。 

 

 

 

② まずは小・中学生でも理解できる内容とし、防災教育を通じて

流域治水を理解していただくため、教材動画を作成するもので

す。一般の県民の方に向けては、県ホームページ等で情報発信

を図っていきます。 

 



③ 小中学生が流域治水を学校教育の中で

考えさせるのは非常に意義あることだ

とは思いますが、実際の取り組みはダム

建設やため池の増設、水害対策を考慮し

た住宅建設など「大人」の采配によって

決めざるを得ないものだと感じており

ますが、子どもたちにそれを「自分ごと」

として理解させるための「教材動画」に

するのは何故でしょうか？ご回答の程

よろしくお願いいたします。 

③ 流域治水は、流域にお住まいの方、立地する企業、行政などあ

らゆる関係者が協力して取り組むことを目指しています。主に

行政が進めるインフラ整備などを知ったうえで、小・中学生本

人ができる事、また家庭でできる事など身の丈にあった流域治

水の取組についても、防災教育を通じて理解していただくため、

教材動画を作成するものです。 

 

 

 

 

６ 流域治水ワンチー

ム推進工事（教材動

画制作等業務委託）

仕様書 

Ｐ３「７ 成果物 

(１)」について 

7.成果物（１）について  

これまでに制作したもので見本になるもの

はございますでしょうか。  

治水に関するものだけでなく、トンマナや

構成の参考となるものでも構いません。 

成果物に関する規定は、仕様書に記載の条件のみです。 

７ 流域治水ワンチー

ム推進工事（教材動

画制作等業務委託）

仕様書 

Ｐ３「７ 成果物 

(４)」について 

7.成果物（４）について  

教員マニュアル、生徒用ワークシート、教材

動画を補完する授業テキスト各２種類につ

いては、それぞれ具体的にどのような形式

で提出するのでしょうか。  

データ？印刷物？印刷物だとしたら何部必

要か？  

あるいはこれまでに制作したもので見本に

なるものはございますでしょうか。 

教員マニュアル、生徒用ワークシート、教材動画を補完する授業テ

キストは、電子媒体で提出するものとします。 


